
第７回
 日本弁理

士会近畿支部奈良地区会による

知的
財産
講座

無料
相談会

奈良県立図書情報館 １F 交流ホール
13:30ー17:00
2018年１０月１３日   土日時

場所

13：30－15：00

「商標を知って活用しましょう」

●知的財産講座

商標って一体何でしょう。商標といえば、有名なブランドのイメージがありますが、そのような特
別なものではなく、本当はもっと身近なものです。本セミナーでは、商標とは？ 商標制度って何？ 
どうして商標登録を受ける必要があるの？ といったことを説明いたします。

15：00－17：00●無料相談会 ３０分 先着８名

産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の取得、著作権、地理的表示の登録申請に関する
ご相談、これらに関する契約をはじめとする知的財産に関するご相談に対して弁理士が対応いたし
ます。お気軽にご相談ください。

相談時間 人数

問い合わせ先：日本弁理士会近畿支部奈良地区会（アバンセ特許事務所内） 0742-37-3311

講師：弁理士　老田 政憲 氏

テーマ12  8土　
13:30ー17:00

次回の
　予定 著作権



日本弁理士会は、弁理士法に基づき1922年5月に

設立された弁理士に関する我が国唯一の法人であ

り、全ての弁理士が登録しています。各地域には支

部が置かれ、近畿地方には近畿支部が置かれていま

す。また、近畿支部には、大阪を除く府県に地区会が

設置され、奈良には県内の事務所に所属している弁

理士から構成されている奈良地区会が設置されて

います。奈良地区会では、県内において知的財産制

度の普及支援を行うために、セミナーや相談会等を

実施しています。

日本弁理士会
近畿支部
奈良地区会について
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〒630-8135
奈良市大安寺西 1丁目 1000番地
TEL   0742-34-2111（代表）
FAX  0742-34-2777
http://www.library.pref.nara.jp

ACCESS
●近鉄奈良駅より
　奈良交通バス停８番のりばから「県立図書情報館行き
　（22系統）」に乗車し、終点で下車。所要時間約20分。
●ＪＲ奈良駅より
　奈良交通東口バス停６番のりばから「県立図書情報館
　行き（22系統）」に乗車し、終点で下車。所要時間約15分。
●近鉄新大宮駅より
　駅南口バス停から「四条大路南町行き（８系統）」に乗
　車し、県立図書情報館西口下車。徒歩５分。所要時間
　約15分。
●自家用車利用
　国道24号の柏木町交差点を東に折れ、１つ目の信号を
　左折。約700ｍ先の左手側。駐車スペース：普通車311台。
　最初の１時間まで無料、それ以降は１時間毎に100円。


